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○中井町重度障害者医療費助成条例施行規則 

平成25年３月29日 

規則第14号 

（医療証の交付申請等） 

第１条 中井町重度障害者医療費助成条例（昭和50年中井町条例第15号。以下「条例」と

いう。）第７条の規定による申請は、重度障害者医療証交付申請書（第１号様式）に次に

揚げる書類を添えて行うものとする。ただし、添付書類により証明すべき事項を公簿等に

より確認することができる場合には、当該書類の添付を省略することができる。 

(1) 医療保険各法の規定による被保険者、加入者、組合員又はこれらの者の被扶養者で

あることを証する書類 

(2) 条例第２条第１項各号に規定する障害の程度を証する書類 

(3) その他町長が必要と認める書類 

（申請の特例） 

第２条 医療費の助成の申請を対象者が自らできない状態にあるとき又は対象者が死亡し

ときは、次に揚げる者が対象者に代わつて申請することができる。 

(1) 生計を同じくする配偶者 

(2) 生計を同じくする子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹 

(3) その他町長が適当と認める者 

（医療証の交付） 

第３条 町長は、第１条の重度障害者医療証交付申請書の提出があつたときは、対象者と認

められるときは障害者医療証（第２号様式。以下「医療証」という。）を、対象者と認め

られないときは重度障害者医療証交付申請却下決定通知書（第３号様式）を交付する。 

（医療証の有効期間等） 

第４条 医療証の有効期間は、その発行した日から１年以内で町長が定める期間とする。 

（医療証の提示） 

第５条 第３条の規定により、医療証の交付を受けた者（以下「受給資格者」という。）が、

療養の給付を受けるときは、保険医療機関等に医療証を提示をしなければならない。 

（医療証の再交付） 

第６条 受給資格者は、医療証を破損し、汚損し、又は紛失したときは、重度障害者医療証

再交付申請書（第４号様式）を町長に提出し、医療証の再交付を受けることができる。 

２ 医療証を破損又は汚損したときの前項の申請には、その医療証を添えなければならない。 
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３ 医療証の再交付を受けた後において、紛失した医療証を発見したときは、速やかに発見

した医療証を町長に返還しなければならない。 

（医療証の返還） 

第７条 受給資格者は、その資格を失つたとき、又は新たな医療証の交付を受けたときは、

速やかに医療証を町長に返還しなければならない。 

（助成の範囲） 

第８条 条例第５条に定める療養の給付の適用範囲は、食事療養費に係る費用を除くものと

する。 

２ 他の法令により療養に要する費用の負担を受けることができるときは、当該費用の負担

を受けることができる限度において、助成は行わない。 

（助成の申請） 

第９条 条例第９条第１項に規定する助成の方法により医療費の助成を受けようとする受

給資格者は、重度障害者医療費助成支給申請書（第５号様式）に保険医療機関等が発行す

る領収書を添えて、町長に申請するものとする。 

２ 前項の申請は、当該療養の給付を受けた日の属する月の翌月から１年以内に、これを行

わなければならない。 

３ 第２条の規定は、第１項の申請をする場合に準用する。 

（支給の決定等） 

第10条 町長は、前条の重度障害者医療費助成支給申請書の提出があつたときは、医療費

を助成することに決定したときは、重度障害者医療費助成決定通知書（第６号様式）を、

医療費の助成をしないことに決定したときは、重度障害者医療費助成不支給決定通知書

（第７号様式）を交付する。 

（届出） 

第11条 条例第11条に規定する届出は、重度障害者医療申請事項変更（消滅）届（第８号

様式）に医療証を添えて、町長に届け出なければならない。 

（受給資格消滅の通知） 

第12条 町長は、受給資格者が条例第３条に規定する対象者に該当しなくなつたと認めた

ときは、重度障害者受給資格消滅通知書（第９号様式）により当該受給資格者に通知する。

ただし、受給資格者が死亡した場合は、この限りでない。 

（第三者の行為による被害の届出） 

第13条 受給資格者は、受給資格者の受ける医療が第三者の行為により必要となつたとき
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は、第三者の行為による傷病届出書（第10号様式）により速やかに町長に届け出なけれ

ばならない。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和３年規則第７号） 

１ この規則は、令和３年10月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で現に残存するものは、

所要の修正を加え、なお使用することができる。 
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第１号様式（第１条関係） 

第２号様式（第３条関係） 

第３号様式（第３条関係） 

第４号様式（第６条関係） 

第５号様式（第９条関係） 

第６号様式（第10条関係） 

第７号様式（第10条関係） 

第８号様式（第11条関係） 

第９号様式（第12条関係） 

第10号様式（第13条関係） 

 


